
伊 丹 市 住 民 票 の 写 し 等 本 人 通 知 制 度 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 ８ １ 号 。

以 下 「 住 基 法 」 と い う 。 ） 及 び 戸 籍 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ２  

４ 号 ） に 基 づ き 、 住 民 票 の 写 し 等 を 第 三 者 等 に 交 付 し た 場 合 に  

お い て 、 事 前 の 申 出 に よ り 登 録 さ れ た 者 に 対 し 、 自 己 の 住 民 票  

の 写 し 等 が 交 付 さ れ た 事 実 を 通 知 す る こ と （ 以 下 「 本 人 通 知 制  

度 」 と い う 。 ） に よ り 、 住 民 票 の 写 し 等 の 不 正 請 求 を 抑 止 す る  

こ と 及 び 不 正 取 得 に よ る 個 人 の 権 利 の 侵 害 の 防 止 を 図 る こ と を  

目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 住 民 票 の 写 し 等 と は 、 次 に 掲 げ る も  

の を い う 。  

⑴  住 基 法 に 基 づ く 住 民 票 の 写 し 、 消 除 さ れ た 住 民 票 の 写 し 、  

 戸 籍 の 附 票 の 写 し 、 消 除 さ れ た 戸 籍 の 附 票 の 写 し 及 び 住 民 票  

記 載 事 項 証 明 書  

⑵  戸 籍 法 に 基 づ く 戸 籍 の 謄 本 及 び 抄 本 等 並 び に 除 か れ た 戸 籍  

の 謄 本 及 び 抄 本 等 並 び に 戸 籍 記 載 事 項 証 明 書  

２  こ の 要 綱 に お い て 、 第 三 者 等 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

⑴  住 基 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 住  

民 票 の 写 し 等 の 交 付 を 請 求 す る 者 の 代 理 人 。  

⑵  住 基 法 第 １ ２ 条 の ３ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 第 ２ ０ 条 第  

３ 項 若 し く は 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 住 民 票 の 写 し 等 の 交 付 を 請  

求 す る 者  

⑶  戸 籍 法 第 １ ０ 条 第 １ 項 （ 同 法 第 １ ２ 条 の ２ に お い て 準 用 す  

る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 住 民 票 の 写 し 等 の 交 付 を 請 求  

す る 者 の 代 理 人  

⑷  戸 籍 法 第 １ ０ 条 の ２ 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で （ 同  

法 第 １ ２ 条 の ２ に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ  



り 住 民 票 の 写 し 等 の 交 付 を 請 求 す る 者  

（ 対 象 者 ）  

第 ３ 条  本 人 通 知 制 度 を 利 用 で き る 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

⑴  住 基 法 の 規 定 に よ り 住 民 基 本 台 帳 （ 消 除 さ れ た 住 民 票 を 含  

む 。 ） に 記 録 さ れ て い る 者  

⑵  戸 籍 の 附 票 （ 除 か れ た 戸 籍 の 附 票 を 含 む 。 ） に 記 録 又 は 記  

 載 さ れ て い る 者  

⑶  戸 籍 法 の 規 定 に よ り 市 が 編 成 し た 戸 籍 （ 除 か れ た 戸 籍 を 含  

む 。 ） に 記 録 又 は 記 載 さ れ て い る 者  

２  前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 死 亡 し た 者 又 は 失 踪 宣 告 を 受 け た 者  

は 、 対 象 者 と し な い 。  

（ 事 前 登 録 の 申 出 手 続 ）  

第 ４ 条  本 人 通 知 制 度 の 利 用 を 希 望 す る 者 （ 以 下 「 申 出 者 」 と い  

う 。 ） 又 は そ の 代 理 人 は 、 あ ら か じ め 「 伊 丹 市 本 人 通 知 制 度 事  

前 登 録 申 出 書 」 （ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 申 出 書 」 と い う 。 ） に よ  

り 、 市 長 に 本 人 通 知 制 度 事 前 登 録 者 名 簿 へ の 登 録 を 申 出 し 、 「  

本 人 通 知 制 度 に 関 す る 承 諾 書 」 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 制 度 内  

容 に つ い て 承 諾 す る も の と す る 。   

２  申 出 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 郵 便 又 は  

民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第  

９ ９ 号 ） 第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 者 又 は 同 条 第  

９ 項 に 規 定 す る 特 定 信 書 便 事 業 者 に よ る 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る  

信 書 便 に よ り 、 前 項 の 申 出 を す る こ と が で き る 。  

⑴   疾 病 そ の 他 や む を 得 な い と 市 長 が 認 め る 理 由 に よ り 前 項 の  

規 定 に よ る 申 出 を す る こ と が で き な い 場 合  

⑵  申 出 の 日 に お い て 、 他 の 市 区 町 村 に 居 住 し て い る 場 合  

（ 本 人 確 認 手 続 等 ）  

第 ５ 条  申 出 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 前 条 第 １ 項 の 申 出 を す る と き  

は 、 本 人 に よ る 申 出 で あ る こ と を 証 す る た め 、 個 人 番 号 カ ー ド 、

旅 券 、 運 転 免 許 証 、 そ の 他 官 公 署 が 発 行 し た 免 許 証 、 許 可 証 、 登



録 証 明 書 等 で あ っ て 本 人 の 顔 写 真 が 貼 付 さ れ た も の の う ち 、 い ず

れ か の 書 類 を 提 示 し 、 又 は 提 出 す る も の と す る 。 （ た だ し 、 有 効

期 間 が 定 め ら れ て い る 場 合 は 有 効 期 間 内 の も の 。 ）  

２  申 出 者 が 前 条 第 ２ 項 の 各 号 の 手 続 に よ り 申 出 す る 場 合 に は 、  

申 出 者 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 掲 げ る 書 類 の い ず  

れ か を 複 写 機 に よ り 複 写 し た も の を 実 施 機 関 に 提 出 す れ ば 足 り  

る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 申 出 者 が や む を 得 な い 理 由 に よ  

り 同 項 に 掲 げ る い ず れ の 書 類 も 提 示 し 、 又 は 提 出 す る こ と が で  

き な い 場 合 は 、 申 出 者 が 本 人 で あ る こ と の 説 明 を 求 め た 上 で 、  

同 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 に 準 ず る も の と し て 市 長 が 適 当 と 認 め る  

も の を 提 示 し 、 又 は 提 出 す る こ と に よ り 、 本 人 で あ る こ と の 確  

認 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。  

４  申 出 者 が 前 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 該 当 し 、 郵 送 に よ り 申 出 す る 場  

合 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 書 類 に 加 え て 、 申 出 者 の 来 庁 が 困 難 で  

あ る こ と を 証 明 す る 診 断 書 等 （ 写 し 可 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

５  申 出 者 が 前 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 該 当 し 、 郵 送 に よ り 申 出 す る 場  

合 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 書 類 に 加 え て 、 申 出 者 に 係 る 住 民 票 の  

写 し （ 事 前 申 請 を す る 日 前 ３ ０ 日 以 内 に 作 成 さ れ た も の に 限

る 。 ）  

を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 代 理 人 の 確 認 方 法 ）  

第 ６ 条  事 前 登 録 の 申 出 を 代 理 人 に よ り し よ う と す る と き は 、 前  

条 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各  

号 に 掲 げ る 書 類 を 提 示 し 、 又 は 提 出 す る も の と す る 。  

⑴  法 定 代 理 人  戸 籍 謄 本 そ の 他 そ の 資 格 を 証 明 す る 書 類 。 た  

だ し 、 本 市 備 付 け の 公 簿 等 の 記 録 又 は 記 載 に よ り 判 明 す る と き  

は 、 省 略 す る こ と が で き る 。  

⑵  任 意 代 理 人  委 任 状 又 は そ の 代 理 権 を 明 ら か に す る 書 類  

（ 事 前 登 録 ）  



第 ７ 条  市 長 は 、 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 申 出 が あ っ た と き は 、 そ の  

内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め る と き は 登 録 簿 に 登 録 す る も の と す  

る 。  

２  市 長 は 前 項 の 申 出 が 第 ４ 条 第 ２ 項 に 定 め ら れ た 方 法 で 行 わ れ  

た 場 合 、 事 前 登 録 後 、 「 伊 丹 市 住 民 票 の 写 し 等 本 人 通 知 制 度 登  

録 完 了 の お 知 ら せ 」 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 申 出 者 の 住 民 登 録 地 に 送  

付 す る 。  

（ 事 前 登 録 事 項 の 変 更 又 は 廃 止 の 申 出 ）  

第 ８ 条  前 項 の 規 定 に よ り 登 録 簿 に 登 録 さ れ た 者 （ 以 下 「 事 前 登  

録 者 」 と い う 。 ） は 、 氏 名 、 住 所 そ の 他 事 前 登 録 事 項 の 内 容 に  

変 更 が 生 じ た と き 又 は 事 前 登 録 を 廃 止 し よ う と す る と き は 、 「  

伊 丹 市 本 人 通 知 制 度 事 前 登 録 事 項 変 更 ・ 廃 止 申 出 書 」 （ 様 式 第  

４ 号 ） に よ り 、 市 長 に 申 し 出 る も の と す る 。  

２  第 ４ 条 第 ２ 項 、 第 ５ 条 及 び 第 ６ 条 の 規 定 は 、 前 項 に 規 定 す る  

申 出 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 事 前 登 録 の 抹 消 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 事 前 登 録 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と  

き は 、 当 該 事 前 登 録 者 に 係 る 事 前 登 録 を 抹 消 す る も の と す る 。  

⑴  前 条 に 規 定 す る 廃 止 の 申 出 が あ っ た と き 。  

⑵  事 前 登 録 者 が 死 亡 、 又 は 失 踪 の 宣 告 を 受 け た と き 。  

⑶  事 前 登 録 者 の 居 住 地 が 判 明 せ ず 、 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 令 （  

昭 和 ４ ２ 年 政 令 第 ２ ９ ２ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 職  

権 で 住 民 票 を 消 除 し た と き 。  

⑷  事 前 登 録 し て か ら 、 本 人 通 知 有 効 期 間 の 5 年 を 経 過 し た と  

き 。  

⑸  そ の 他 市 長 が 事 前 登 録 を 抹 消 す る 理 由 が 生 じ た と 認 め た と  

き 。  

（ 事 前 登 録 者 へ の 通 知 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 事 前 登 録 日 の 翌 日 以 降 に 事 前 登 録 者 に 係 る 住  

民 票 の 写 し 等 を 第 三 者 等 に 交 付 し た と き は 、 当 該 事 前 登 録 者 に  



対 し 、 「 伊 丹 市 住 民 票 の 写 し 等 交 付 通 知 書 」 （ 様 式 第 ５ 号 ） （  

様 式 第 ６ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

２  通 知 先 は 住 民 基 本 台 帳 に 記 載 さ れ た 住 民 登 録 地 に 限 る 。 た だ  

し 、 除 か れ た 戸 籍 謄 本 及 び 抄 本 等 の 事 前 登 録 者 で 現 在 戸 籍 附 票  

が 伊 丹 市 に な い 者 の 場 合 、 事 前 登 録 時 に あ ら か じ め 登 録 し た 送  

付 地 （ そ の 時 点 で の 住 民 登 録 地 ） に 送 付 す る も の と す る 。  

（ 補 足 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 本 人 通 知 制 度 の 実 施 に  

つ い て 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

  付  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 様 式 （ 以 下 「 旧

様 式 」 と い う 。 ） に よ り 使 用 さ れ て い る 書 類 は ， こ の 要 綱 に よ る 改

正 後 の 様 式 に よ る も の と み な す 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， 現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ い て は ，

当 分 の 間 ， こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。  

   付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 様 式 に よ り 使 用

さ れ て い る 書 類 は ， こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 様 式 に よ る も の と み な

す 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  



（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 様 式 に よ り 使 用

さ れ て い る 書 類 は ， こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 様 式 に よ る も の と み な

す 。  


